
鹿児島県土木部優良業務等表彰実施要領  
 
（表彰の目的）  
第１条 鹿児島県土木部が発注した地質調査業務，土木及び建築関係コ

ンサルタント業務（以下「業務」という。）において，他の模範と認
められる優良業務の受託業者並びに優秀技術者を表彰し，業務の品質
向上と技術力の発展を促進するとともに、業務に従事する者の誇りや
意欲向上を図り、建設関連分野における健全な技術力の継承と業界全
体の発展に資することを目的とする。  

 
 
（表彰の対象）  
第２条 この表彰は，前年度に完成した業務で，鹿児島県委託業務成績

評定要領に基づき評価された業務のうち，鹿児島県優良業務等推薦基
準（以下，「推薦基準」という。）により選定された，優良業務の受
託業者並びに優秀技術者を対象とする。  

 
２ 優良業務の受託業者は，推薦基準の要件に該当し，かつ，業務の計

画や技術力に優れ，成果品の品質も高く，他の業務の模範と認められ
る，特に優良な業務を遂行した企業とする。  

 
３ 優秀技術者は，推薦基準の要件に該当し，かつ，他の技術者の模範 

と認められる者とする。 
 
（表彰の種類）  
第３条 この表彰は，次に掲げる区分で行う。  
 
（１）土木部長表彰  
   ア 優良業務                         
   イ 優秀技術者  
   
（２）建設部長等表彰  
  ①土木部関係課長表彰  
   ア 優良業務  
   イ   優秀技術者  
     
  ②地域振興局建設部長表彰  
   ア   優良業務  
   イ   優秀技術者  
 

  ③支庁建設部長表彰  
   ア   優良業務  
   イ   優秀技術者  
 
 
 
 
 
 
      



（被表彰者の推薦及び選考）  
第４条 土木部本庁関係課長，各地域振興局建設部長及び各支庁建設部

長（以下「建設部長等」という。）は，土木部長表彰等の授与が適当
と認められる優良業務の受託者並びに優秀技術者について，別表３に
掲げる者で構成する「優良業務等表彰審査委員会」の議を経て，優良
業務推薦書（別記第１号様式）により土木部長に推薦するものとする。 

 
２ 土木部長は，前項の規定により推薦された者について，別表１に掲 

げる者で構成する「鹿児島県土木部優良業務等表彰審査委員会」（以 
下「審査委員会」という。）で審議の上，第３条各号に規定する表彰 
の被表彰者を決定する。  

 
３ 審査委員会は，必要に応じて，別表２に掲げる者で構成する「鹿児 

島県土木部優良業務等表彰審査幹事会」に調査をさせ，報告を求める 
ことができる。  

 
４ 前２項の規定に基づき選考された者が，表彰までの間に建設業法等 

の違反による行政処分等を受けることが判明した場合は，当該選考を 
取り消すことができる。  

 
５ 委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，あらかじめ 

委員長が指名した委員がその職務を代理する。  
 
６ 委員に事故があるとき，又は委員が欠けたときは，委員長は，あら 

かじめその指名した者を委員代理として委員会に出席させることがで 
きる。  

 
（事務局）  
第５条 本表彰の事務局は，鹿児島県土木部工事監査に置く。  
 
（表彰の時期）  
第６条 表彰は，１１月１８日（土木の日）に行う。  
  ただし，特別の事由がある場合は，土木部長が別に定める日に行う

ことができるものとする。  
 
（雑則）  
第７条 この要領に定めるもののほか，表彰の実施に関し必要な事項

は別に定める。  
 
付則 
この要領は、令和 ７年 ９月 １日から施行する。 



 
（別表１） 
 鹿児島県土木部優良業務等表彰審査委員会 
 
 委員長 土木部長 
 委 員 土木部技術次長，建築技監，土木部総括工事監査監 
     鹿児島地域振興局建設部長，南薩地域振興局建設部長 
     北薩地域振興局建設部長，姶良・伊佐地域振興局建設部長 
     大隅地域振興局建設部長，熊毛支庁建設部長 
     大島支庁建設部長 

 
（別表２） 
 鹿児島県土木部優良業務等表彰審査幹事会 
 
 幹事長 土木部総括工事監査監 
 幹 事 土木部監理課長，技術管理室長，道路建設課長，道路維持課長 
     河川課長，砂防課長，都市計画課長，港湾空港課長 
     建築課長，住宅政策室長，営繕室長 

 
（別表３） 
 優良業務等表彰審査委員会 
 
本
庁 

 

土木部関係課 

 
委員長 土木部関係課長 
委 員 参事，室長，対策監，技術補佐，関係係長等 
 

 
出
先 

 
各地域振興局 
(支庁)建設部 

 
委員長 各地域振興局(支庁)建設部長 
委 員 課長，支所長，参事，支庁各事務所建設課長 
    技術補佐，主幹，係長等 

 



 

優良業務推薦書 

  別記第１号様式                                振興局名： 

 

事業名 

 

 

 

業務の種類 

 

 

 

受 託 業 者 名 

 

 

 

代 表 者 名 

 

  

 

住所（郵便番号） 

 

 

 

業 務 名 

 

 

 

契 約 金 額 

            

 

 

業 務 箇 所 

 

 

 

工     期 

 

 

 
技  術  者  名 

 
 

 
技術者区分 

 
 

 

業 務 概 要 

 

   

 

推 薦 概 要 

 

 

 推薦は，次の事項を参考に推薦すること。（該当する事項を記載） 

 

・企画力・提案力…業務の円滑な遂行のため，的確な企画・独自の提案等を積極的に      

   行い，課題解決に顕著な貢献をしたもの。 

 

・業務執行技術力…先進技術の活用・新たな工法の採用等の提案又は創意工夫等を積      

   極的に行い，顕著な成果を挙げたもの。 

 

・コスト縮減・環境配慮等…コスト縮減・環境配慮等の積極的提案を行い，技術力の      

       向上に顕著な成果を挙げたもの。 

 

・成果品の品質…当該業務において，的確で創意工夫等があり，他の業務の模範とな      

  る特に優れた成果品であるもの。 

 

・その他特筆すべき事項 

 

 

 

※添付資料 

・業務内容が良くわかるプレゼン用概要版（Ａ４－１枚） 

・その他推薦理由に関する資料 

過去１年以内の委託業務成績評定点の６０点未満の有無  有   無 

過去３年以内の建設業法等の違反，指名停止等の処分の有無  有   無 

業務成績評定点 委託業務成績評定点が８３点以上を原則とする。     点 

 

 
 


